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行 政 か ら の お 知 ら せ

平成 20年度　固定資産税（償却資産）申告のお知らせ

◎問い合わせ　　税務課　課税係
　　　　　　　　☎75－2126

○課税について
　申告された資産の評価額の合計（課税標準額）が 150 万
　円以上の場合には来年度の固定資産税として課税されま
　す。税率は 1.5％です。

○申告しなければならない事業主とは
　一般企業のほかに工業、商業、飲食店、医業や農業などの
   個人経営者の方も対象者となります。
○申告対象となる資産
　・事業に使用する構築物や設備、機械、車両、備品や機具など
　　の資産
　・事業用資産の修繕・改良に要した費用
　・耐用年数が過ぎていても、なお使用している資産

○申告の必要がないもの
  ・取得金額が 10 万円未満で耐用年数が 1年未満のもの。
  ・10 万円以上 20 万円未満で確定申告で一括償却として計上
　 されているもの。
  ・家屋として固定資産税が課税されているもの。
  ・リース（賃貸）により使用しているもの。
  ・多久市以外の市町村に有するもの。
  ・自動車・軽自動車・小型特殊車などで標識（ナンバー）を
　 取得しているもの。

○申告の期限について
　　　　　　　平成 20 年１月 31 日（木）まで
　昨年申告された方には申告用書類を 12 月中に郵送します。
　今回初めて申告される方は、お問い合わせください。
　　◎問い合わせ　　　税務課　課税係　　☎７５－２１２６

○所得税確定申告との違いについて
　・平成 20年 1月 1日現在で所有していないものは計上する
　　必要はありません。
　・資産の取得金額の計上について、圧縮はみとめられません。
　・減価償却については定率法により評価額を算出します。

固定資産税での償却資産とは、土地・家屋以外で、事業のために使用する資産のことをいい、事業主の方は所得税・
法人税の減価償却費と同じく毎年申告をしていただく必要があります。（地方税法第 383 条）
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